
第１号様式（第７条関係） 

 

補助金交付申請書 

 

令和  年  月  日 

 （あて先）浜松市長 

 

住 所 〒   －     

  

氏 名 （署名又は記名押印） 

  

連絡先  

生年月日（個人の場合） 

 

 令和   年度においてエリアリノベーション推進事業を実施するので、補助金を交付される

よう関係書類を添えて申請します。補助金を受領してから原則として６か月以内に営業を開始

しないとき若しくは１年以内に事業を廃止し、又は移転する場合は、補助金の返還が命じられ

ることを理解し申請します。 

 

１ 補助金交付申請額 

金         円 

 

２ 店舗名称（予定） 

   

 

３ 事業内容 

   

 

４ 市税の納付又は納入の状況の確認についての同意（同意する場合は下記に☑を記入） 

□ 浜松市エリアリノベーション推進事業費補助金交付要綱第３条の規定により、市におい

て、申請者の市税の納付又は納入状況について確認することに同意します。 

 

５ 暴力団排除に関する誓約（誓約及び承諾する場合は下記に☑を記入） 

□ 浜松市エリアリノベーション推進事業費補助金の交付申請にあたり、下記事項について

誓約し、承諾します。 

（１）次に掲げる者のいずれにも該当しません。 

・暴力団（浜松市暴力団排除条例(平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」という。)

第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 



・暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

・暴力団員等と密接な関係を有する者 

・（法人その他の団体の場合）上記３点に掲げる者のいずれかが役員等（無限責任社員、取

締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。）

となっている法人その他の団体 

（２）浜松市が暴力団排除に必要な場合には、静岡県警察本部又は管轄警察署に照会すること

を承諾します。 

 

６ 添付書類 

・空き店舗出店概要書（第２号様式）※空き店舗への新規出店の場合 

・空き店舗リノベーション概要書（第３号様式）※空き店舗のリノベーションを行い貸付す

る場合 

・収支計画書（第４号様式） 

・出店又はリノベーションを行う空き店舗の登記事項証明書の写し 

・個人の場合は住民票、法人の場合は法人登記簿謄本又は登記事項証明書の写し 

・納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税・県民税・森林環境税特別

徴収義務者指定通知書の写し又は市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書（第

５号様式） 

・（申請者が市外在住者の場合）当該申請者が在住する市町村の納税証明書 

  



第２号様式（第７条関係） 

 

空き店舗出店概要書 

 

申請者情報 

個人の場合 法人の場合  

氏名 名 称  

住 所 所在地 
〒 

 

生年月日 代表者  

開業年月日 設立年月日  

店舗名称 

（予定） 

 

物件所在地 
〒   －     

浜松市   区 

物件情報等 

面  積         ㎡ 

店舗階数 階建ての  階   

契約期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

工事期間 令和  年  月  日～ 令和  年  月  日 

開店予定日 令和  年  月  日 

過去に交付

を受けた物

件情報 

物件所在地  

店舗名称  

連絡先 

電 話  

ＦＡＸ  

Ｅメール  

業種  

主な商品  

営業時間  

定休日  

創業にあたり

支援を受けて

いる機関 

 

誓約事項 

確認し、チェックを入れてください。 

□ 賃貸借契約や工事請負契約等の事業開始は、交付決定後に行います。 

□ 本事業について、本補助金以外に公的な助成を受けません。 

□ 本事業は、風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当しません。 

□ 補助金を受領してから３年間、本事業にかかる市の調査依頼に協力します。 



第３号様式（第７条関係） 

 

空き店舗リノベーション概要書 

 

申請者情報 

個人の場合 法人の場合  

氏名 名 称  

住 所 所在地 
〒 

 

生年月日 代表者  

開業年月日 設立年月日  

物件所在地 
〒   －     

浜松市   区 

物件情報等 

面  積         ㎡ 

店舗階数 階建ての  階   

工事期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

貸付募集 

開始予定日 
令和  年  月  日 

過去に交付

を受けた物

件情報 

物件所在地  

店舗名称  

連絡先 

電 話  

ＦＡＸ  

Ｅメール  

リノベーシ

ョン事業実

施の実績 

 

当該物件・

エリアを選

定した背景 

 

誓約事項 

確認し、チェックを入れてください。 

□ 賃貸借契約や工事請負契約等の事業開始は交付決定後に行います。 

□ 本事業について、本補助金以外に公的な助成を受けません。 

□ 貸付先は、要綱が定める業種とし、来客が想定されるものとします。 

□ 貸付先にも要綱の規定を遵守させます。 

□ 補助金を受領してから３年間、本事業にかかる市の調査依頼に協力します。 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

収支計画書 

 

１ 収入の部                              単位：円 

項  目 内容・算出根拠等 金  額 

補助金 

補助対象経費の２分の１ 

（上限 100 万円。ただし、路面店へ出店の場合 

上限 150 万円。） 

 

自己資金 補助対象経費－補助金  

計   

 

 

２ 支出の部 

項  目 内容・算出根拠等 金額（税抜） 

建築改装費 

床工事： 

天井工事： 

壁・間仕切壁・窓・出入口工事： 

 

設備改修費 

電気設備工事： 

空調・換気設備工事： 

給排水衛生設備工事： 

ガス整備工事： 

 

計   

※補助対象経費は、税抜きの金額で申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第5号様式（第3条・第7条関係）

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　提出

　(あて先)  浜松市長

住所又は所在地　　  

申請者

氏名又は名称 　　　　

代表者職氏名

連絡先担当者 　（氏名） 　　　（電話）

当事業所が特別徴収を実施していない理由は下記のとおりです。
なお、下記の理由に該当しなくなった場合は、遅滞なく特別徴収への切替を申請いたします。

生年月日 生年月日

5

電話番号

電話番号

給与が少なく税額が引けない

上記1～4に該当しない
総従業員数が2人以下

事業専従者
（個人事業所のみ該当）

乙欄給与　又は
他事業所で特別徴収されている

給与の支払が不定期

担当者名

3

4

6
その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

担当者名

対象者氏名

1

2

市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書
（　まちなか政策課　浜松市エリアリノベーション推進事業費補助金申請用）

記

対象者氏名特別徴収を実施していない理由

上記記載内容に誤りはありません。

市民税課確認欄

所管課記入欄

上記記載内容について確認をお願いします。

在
　
　
　
職
　
　
　
者
　
　
　
内
　
　
　
訳



第６号様式（第８条関係） 

浜 松 市 指 令 産 ま 第   号 
 令和    年    月    日 

           様 
 

浜松市長  
 

 

補助金交付決定通知書 
 

 令和 年 月 日付で申請された浜松市エリアリノベーション推進事業費補助金につ

いて、次のとおり条件を付して交付することを決定しましたので通知します。 

 

記 
 

１  交付予定額 

  金          円 

 

２ 条件 

（１）補助金は、当該補助事業の実施に要する経費以外に使用してはならないこと。 

（２）補助事業の内容の変更又は経費の変更をする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない 

こと。ただし、市長が軽微であると認める変更又は補助金額の２０％以下の減額を除く。 

（３）補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示 

を受けなければならないこと。 

（４）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を得なければならないこと。 

（５）市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況を報告するとともに、その指示に従うこと。 

（６）補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物を５年以内に補助金の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、市長の承認を受けなければならない

こと。 

（７）補助金の交付を受けた日から３年間において、市が実施する補助事業に関する調査に協力しなければな

らない。 

（８）補助事業の完了により当該補助事業者に相当の利益が生じると認める場合においては、当該補助金交付

の目的に反しない限りにおいて、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付しなけれ

ばならない。 

（９）要綱第１４条第１項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、同条第３項の規定により期限を

定めて当該補助金の返還の命令を受けた場合において、当該返還の期限までに納付しなかったときは、規

則第１８条の２の規定に基づき加算金又は遅延損害金を市に納付しなければならない。 

（10）要綱第１４条第３項の規定により補助金の返還の命令を受けたにもかかわらず、当該補助金、加算金又

は遅延損害金の全部又は一部を納付しないときは、市長は、規則第１８条の３の規定に基づき、他の交付

すべき補助金についてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする。 

（11）前各号に掲げるもののほか、規則又は要綱に基づく市長の指示に従わなければならない。 

 



第７号様式（第８条関係） 

浜 松 市 指 令 産 ま 第   号 
 令和    年    月    日 

           様 
 

浜松市長  
 

 

補助金交付不決定通知書 

 
 

 令和 年 月 日付で申請された浜松市エリアリノベーション推進事業費補助金につ

いて、交付しないことを決定しましたので通知します。 

 

（不交付の理由） 

 

 

  



第８号様式（第９条関係） 

令和 年 月 日 

 

補助金交付申請取下届出書 

 

 （あて先）浜松市長 

 

住 所 〒   －     

  

氏 名 （署名又は記名押印） 

  

連絡先  

 

 令和 年 月 日付で申請した浜松市エリアリノベーション推進事業費補助金交付申請に

ついて、以下の理由により取下げを届け出ます。 

 

（取下げの理由） 

  



第９号様式（第１０条関係） 

令和 年 月 日 

 

補助事業変更承認申請書 

 

 （あて先）浜松市長 

 

住 所 〒   －     

  

氏 名 （署名又は記名押印） 

  

連絡先  

 

 令和 年 月 日付で申請した浜松市エリアリノベーション推進事業費補助金交付申請に

ついて、次のとおり変更したいので承認いただきたく、浜松市エリアリノベーショ

ン推進事業費補助金交付要綱第１０条第１項の規定に基づき申請します。 

 

記 

 

１ 事業計画変更後の補助金交付申請額 

  金         円 

 

 

２ 変更する内容（補助金交付申請額の根拠） 

 

 

 

 

 

 

３ 変更する理由 

 

  



第１０号様式（第１０条関係）           浜松市指令産ま第  号 

令 和  年  月  日 

              様 

浜松市長  

 

補助金変更交付決定通知書 

 

 令和 年 月 日付で申請された浜松市エリアリノベーション推進事業費の変更申請に

ついて、変更の承認を通知します。 

 

 

１ 変更交付予定額 

 金         円 

 

２ 条件 

（１）補助金は、当該補助事業の実施に要する経費以外に使用してはならないこと。 

（２）補助事業の内容の変更又は経費の変更をする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない 

こと。ただし、市長が軽微であると認める変更又は補助金額の２０％以下の減額を除く。 

（３）補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示 

を受けなければならないこと。 

（４）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を得なければならないこと。 

（５）市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況を報告するとともに、その指示に従うこと。 

（６）補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物を５年以内に補助金の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、市長の承認を受けなければならない

こと。 

（７）補助金の交付を受けた日から３年間において、市が実施する補助事業に関する調査に協力しなければな

らない。 

（８）補助事業の完了により当該補助事業者に相当の利益が生じると認める場合においては、当該補助金交付

の目的に反しない限りにおいて、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付しなけれ

ばならない。 

（９）要綱第１４条第１項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、同条第３項の規定により期限を

定めて当該補助金の返還の命令を受けた場合において、当該返還の期限までに納付しなかったときは、規

則第１８条の２の規定に基づき加算金又は遅延損害金を市に納付しなければならない。 

（10）要綱第１４条第３項の規定により補助金の返還の命令を受けたにもかかわらず、当該補助金、加算金又

は遅延損害金の全部又は一部を納付しないときは、市長は、規則第１８条の３の規定に基づき、他の交付

すべき補助金についてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする。 

（11）前各号に掲げるもののほか、規則又は要綱に基づく市長の指示に従わなければならない。 

 



第１１号様式（第１１条関係） 

 

実施報告書 

 

令和  年  月  日 

 

（あて先）浜松市長 

 

住 所 〒   －     

  

氏 名 （署名又は記名押印） 

  

連絡先  

 

令和 年 月 日付浜松市指令産ま第    号で補助金交付決定を受けたエリアリノベ

ーション推進事業について、浜松市エリアリノベーション推進事業費交付要綱第１１条の規

定に基づき、関係書類を添えて事業実績を報告します。 

 

１ 補助金交付確定申請額 

  金          円 

 

２ 店舗名称 

   

３ 店舗住所 

 

４ 添付書類 

  ・収支決算書（第１２号様式） 

・補助事業を実施した状況が分かる写真 

  ・領収書その他申請者が補助対象経費を支出したことを証する書類（名宛人が申請者と

同一名義のものに限る。） 

・空き店舗の賃貸借契約書の写し 

・空き店舗のリノベーションを行い貸付する場合、リノベーションを行った空き店舗の貸

付条件が分かる書類（物件情報が掲載されたホームページ等、貸付人が申請者と同一名

義であること。） 

・営業開始報告書（第１３号様式）※実施報告書提出時に営業を開始していない場合は補

助金の交付を受けてから６か月以内に提出を行うこと。 

  



第１２号様式（第１１条関係） 

 

収支決算書 

 

１ 収入の部                              単位：円 

項  目 内容・算出根拠等 金  額 

補助金 

補助対象経費の２分の１ 

（上限 100 万円。ただし、路面店へ出店の場合 

上限 150 万円。） 

 

自己資金 補助対象経費－補助金  

計   

 

 

２ 支出の部 

項  目 内容・算出根拠等 金額（税抜） 

建築改装費 

床工事： 

天井工事： 

壁・間仕切壁・窓・出入口工事： 

 

設備改修費 

電気設備工事： 

空調・換気設備工事： 

給排水衛生設備工事： 

ガス整備工事： 

 

計   

※補助対象経費は、税抜きの金額で申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１３号様式（第１１条関係） 

 

営業開始報告書 

 

令和  年  月  日 

 

（あて先）浜松市長 

 

住 所 〒   －     

  

氏 名  

  

連絡先  

 

店舗名称 
 

物件所在地 
〒   －     

浜松市   区 

店舗連絡先 

電 話  

ＦＡＸ  

Ｅメール  

ホームページ  

営業開始日  

業種  

主な商品  

営業時間  

定休日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１４号様式（第１２条関係） 

浜 産 ま 第   号 
 令和    年    月    日 

           様 
 

浜松市長  
 

 

補助金交付確定通知書 
 

 令和 年 月 日付で提出のあった実施報告書について、浜松市エリアリノベーション推

進事業費補助金交付要綱第１２条の規定に基づき審査した結果、次のとおり確定しましたの

で通知します。 

 

記 
 

１  交付確定額 

 

 

 

 

 

２ 条件 

（１）補助金は、当該補助事業の実施に要する経費以外に使用してはならないこと。 

（２）補助事業の内容の変更又は経費の変更をする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない 

こと。ただし、市長が軽微であると認める変更又は補助金額の２０％以下の減額を除く。 

（３）補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示 

を受けなければならないこと。 

（４）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を得なければならないこと。 

（５）市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況を報告するとともに、その指示に従うこと。 

（６）補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物を５年以内に補助金の交付の目的に反して使      

用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、市長の承認を受けなければならないこと。 

（７）補助金の交付を受けた日から３年間において、市が実施する補助事業に関する調査に協力しなければならない。 

（８）補助事業の完了により当該補助事業者に相当の利益が生じると認める場合においては、当該補助金交付の目的   

に反しない限りにおいて、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付しなければならない。 

（９）要綱第１４条第１項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、同条第３項の規定により期限を定めて  

当該補助金の返還の命令を受けた場合において、当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第１８条の   

２の規定に基づき加算金又は遅延損害金を市に納付しなければならない。 

（10）要綱第１４条第３項の規定により補助金の返還の命令を受けたにもかかわらず、当該補助金、加算金又は遅延 

損害金の全部又は一部を納付しないときは、市長は、規則第１８条の３の規定に基づき、他の交付すべき補助金 

についてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする。 

（11）前各号に掲げるもののほか、規則又は要綱に基づく市長の指示に従わなければならない。

 百万 拾万 万 千 百 拾 円 

金        



第１５号様式（第１３条関係） 

請 求 書 

 

 

 

 

 

令和 年 月 日付浜産ま第  号により補助金交付の確定を受けた浜松市エリアリノ

ベーション推進事業費補助金として、上記のとおり請求します。 

 

令和  年  月  日 

（あて先）浜松市長 

          （請求者） 

 所在地 〒   －     

  

氏 名  

    

連絡先  

 

（振込先） 

金融機関名・支店名 

  

口座種別・口座番号 

  

口座名義（フリガナ） 

 

請求者と口座名義人が異なる場合は、以下に記載し、自署でない場合押印してください。 

請求者は、請求補助金を上記口座に振り込むことを委任します。   令和 年 月 日 

 （請求者） 所在地 〒 

         

       団体名  

       代表者（役職・氏名）                    

 

（振込先） 所在地 〒 

         

       団体名  

       代表者（役職・氏名）                    

 百万 拾万 万 千 百 拾 円 

金        



第１６号様式（第１４条関係） 

浜松市指令産ま第  号 

          令 和  年  月  日 

           様 

 

浜松市長  

 

補助金交付決定取消通知書及び返還命令書 

 

 令和 年 月 日付浜松市指令産ま第  号をもって交付を決定した浜松市エ

リアリノベーション推進事業費補助金について、浜松市補助金交付規則第１８条の規

定により下記のとおり返還を命じます。 

 

記 

 

１ 返還を命ずる額 
 

 百万 拾万 万 千 百 拾 円 

金        

 

２ 交付金額 

  金      円 

 

３ 交付年月日 

  令和 年 月 日 

 

４ 交付決定を取消及び返還を命ずる理由 

   

   

 

５ 返還の期限 

  令和 年 月 日 

 

備考 浜松市補助金交付規則の規定により、補助金の交付の決定の取消しを受け、期限を定

めて当該補助金の返還の命令を受けた場合において、当該返還の期限までに納付しなかっ

たときは、加算金又は遅延損害金を市に納付しなければなりません。 



第１７号様式（第１６条関係） 

令和  年  月  日 

（あて先）浜松市長 

 

財産処分承認申請書 

 

申請者 住所 

氏名 

（署名又は記名押印） 

 

浜松市エリアリノベーション推進事業費補助金により取得した財産について、浜松市エ

リアリノベーション推進事業費補助金交付要綱第１６条に基づく財産処分の承認を受けた

いので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

１ 処分財産の内容 

（１）名称 

（２）所在地 

（３）構造 

（４）数量 

（５）取得年月日及び経過年数 

（６）残存年数 

（７）総事業費、補助額及び補助率 

（８）その他 

 

２ 処分の方法、理由等 

（１）処分の方法 

（２）処分の理由 

（３）財産処分納金額及び算定根拠 

（４）処分予定年月日 

（５）その他 

 

  



第１８号様式（第１６条関係） 

 

令和  年  月  日 

         様 

 

財産処分承認通知書 

 

浜松市長 

 

令和  年  月  日付けで申請のあった浜松市エリアリノベーション推進事業費補

助金に係る財産処分について以下のとおり条件を付けて承認します。 

 

 

１ 処分財産の名称 

 

２ 財産処分納付金額及び算定根拠 

 

３ その他 

 

  



第１９号様式（第１６条関係） 

 

令和  年  月  日 

（あて先）浜松市長 

 

財産処分報告書 

 

申請者 住所 

氏名 

（署名又は記名押印） 

 

浜松市エリアリノベーション推進事業費補助金により取得した財産を処分したので関係

書類を添えて報告します。 

 

１ 処分財産の内容 

（１）名称 

（２）所在地 

（３）構造 

（４）数量 

（５）取得年月日及び経過年数 

（６）残存年数 

（７）総事業費、補助額及び補助率 

（８）その他 

 

２ 処分の方法、理由等 

（１）処分の方法 

（２）処分の理由 

（３）財産処分納金額及び算定根拠 

（４）処分予定年月日 

（５）その他 

 

 


